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１． 道路交通規制について 
１） 一般車両規制 

コース内の道道豊富浜頓別線(P4→P5)は、片側交互通行 

コース内の道道稚内幌延線(P5→P9)は、全面通行止め 

コース内の大規模草地内の町道(P1→P4,P9→P1)は、全面通行止め 

２） 選手及び関係者の車両移動について 
ゴール後の帰宅においては、交通規制を解除するまで原則動けません。 

 

２． ニュートラルサービスについて 
ニュートラルモト及びポイントでのホイールサービスはありません。ただ

し、正当な理由に含まれる機材故障の内、パンク及びホイル破損に限り、スタ

ート・フィニッシュ地点で、各自が用意する機材を審判の確認指示のもと交換

することができる。 

 

３． レース中、選手の走行について 

原則左側通行の徹底 
選手は、天塩警察署の道路使用許可条件に基づき走行することとなります。 

 コース内酪農家・大規模草地管理者より、牧草収穫期であることから車両が

通行することが想定されています。左側通行の徹底をお願いいたします。 


